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・世帯数及び被保数のみ、平成15年度当初確定賦課時の数値としている。

　(2)国保会計の収支の状況
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１．３市村における国民健康保険税の現状
　(1)国民健康保険税基本情報(平成16年度の税率等)

　○　賦課額の構成比（医療分）
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・全体課税額に占める応益割合(均等割＋平等割)の率が45～55％の保険者は、「2･5･7割軽減」を設定できる。
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　⑴賦課方式及び税率等の統一

　（石狩市の賦課方式、税率等に合わせた場合）

　

▲ 0.5合　　計 9,730 9,683 ▲ 47

15.01,55711,94710,390

　３市村では、課税方式及び税率等が異なっていることから、負担公平の原則に基づき、新市におい
ては統一する必要があります。
　統一にあたっては、住民に及ぼす影響を最小限にすること、資産を有する所得の少ない高齢者等の
増加に対応が可能であること、また、一般会計からの国保会計への繰入を抑制することを考慮し、石
狩市の課税方式(資産割なし)及び税率等に合わせることとする。
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　※　金額は平成１６年度予算ベースの調定額である。
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２．新市における国民健康保険税考え方
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　⑵厚田、浜益地域における不均一課税

　（厚田、浜益地域において不均一課税を行う場合）
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　厚田村及び浜益村の課税方式及び税率等を石狩市に合わせた場合、新市の厚田地域では、８
６％の世帯で、浜益地域では７６％の世帯で税額が増加することから、合併特例法第１０条に規
定されている不均一課税を実施することとする。
　不均一課税の方法としては、最終的に石狩市の税率等に合わせることとし、合併した年の翌年
度に１回目、更にその翌々年度に２回目の改正を行うこととする。
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　⑶不均一課税における試算モデル

※試算モデルは、所得額、固定資産税額を設定し、被保険者数別に課税額を算出したものである。
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　石狩市の税率にあわせた場合の課税額は、所得額の区分に対応する、固定資産税額が
表示する額未満であれば増額となり、以上であれば減額となる。
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